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老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
六
月
三
十
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞

大
分
県
規
則
第
五
十
四
号

　
　
　

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

老
人
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
八
年
大
分
県
規
則
第
七
十
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。

　

第
一
号
様
式
中
「条

例
､
 
定
款
そ
の
他
の
基
本
約
款

」
を
「届

出
者
の
登
記
事
項
証
明
書
又
は
条
例

」

に
、

「

を

主
な
職
員
の
職

､
 
氏
名

主
な
職
員
の
経
歴
別　
　
紙

」

「

に
改
め
、
同
様
式

主
な
職
員
の
氏
名

」

の
添
付
書
類
を
削
る
。

毎
週　

火
曜
日
・
金
曜
日
（
祝
祭
日
に
当
た
る
と
き
は
翌
日
発
行
）　

発
行
人　

大　

分　

県　
　

編
集　

三
恵
印
刷
株
式
会
社　
　

（
定
価　

一
箇
年　

三
万
八
千
八
百
八
十
円
）

　

第
四
号
様
式
中
「

を

施
設
の
長
そ
の
他
主
な
職

員
の
氏
名
及
び
経
歴

別
紙

」

「

に
改
め
、
同
様
式

施
設
の
長
の
氏
名

」

の
添
付
書
類
中

「２　
土
地
及
び
建
物
に
係
る
権
利
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
書
類

　
３　

市
町
村
の
区
域
外
に
設
置
し
よ
う
と
す
る
場
合
は

､
 
そ
の
区
域
を
管
轄
す
る
市
町
村　

　
　
長
の
同
意
書

（市
町
村
が
当
該
市
町
村
の
区
域
外
に
施
設
を
設
置
し
よ
う
と
す
る
場
合　

　
　
に
限
る

。
）

　
４　

定
款
そ
の
他
の
基
本
約
款

（国
､
 
県
及
び
市
町
村
以
外
の
者

）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

」
を
「２　

届
出
者
の
登
記
事
項
証
明
書

（国
､
 
県
及
び
市
町
村
以
外
の
者

）
」
に
改
め
る
。

　

第
七
号
様
式
中

「

を

所
　

 

在
　

 

地

施
設
の
地
理
的
状
況
別
紙
位
置
図
の
と
お
り

」

「

に
改
め
、
同
様
式

所
　

 
在
　

 

地

」

の
添
付
書
類
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　
添
付
書
類

　

届
出
者
の
登
記
事
項
証
明
書

（地
方
独
立
行
政
法
人

）

　

第
八
号
様
式
中

「

を

所
　

 

在
　

 

地

施
設
の
地
理
的
状
況
別
紙
位
置
図
の
と
お
り

」

「

に
、

所
　

 

在
　

 

地

（
規
則
）



令
和
二
年
六
月
三
十
日

大
分
県
報
号
外

二

」

「

事
業
開
始
の
予
定
年
月

日
　
　
　
　
年　
　
月　
　
日

を

資
産

の
状

況
別
紙
の
と
お
り

（市
町
村
設
置
の
場
合
は
不
用

）

」

「

に
改
め
、
同
様
式

事
業
開
始
の
予
定
年
月

日
　
　
　
　
年　
　
月　
　
日

」

の
添
付
書
類
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

添
付
書
類　
申
請
者
の
登
記
事
項
証
明
書

　
注　
代
表
者
名
を
記
載
し

､
 
押
印
す
る
こ
と
に
代
え
て

､
 
自
署
す
る
こ
と
が
で
き
る

。

　
　
　

附
　
則

　

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　
　
　
　
　
　

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
二
年
六
月
三
十
日

大
分
県
知
事　
　

広　
　
　

瀬　
　
　

勝　
　
　

貞　

大
分
県
規
則
第
五
十
五
号

　
　
　
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則
の
一
部

　
　
　
を
改
正
す
る
規
則

　

障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則
（
平
成
十
八
年
大
分

県
規
則
第
八
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
九
号
様
式
中
「

を

フ
リ
ガ
ナ

受
診
者
氏
名

性
別

男
・
女

」

「

に
、
「低

所
得
１

・低
所

フ
リ
ガ
ナ

受
診
者
氏
名

」

（
規
則
）

得
１

」
を
「低

所
得
１

・低
所
得
２

」
に
改
め
る
。

「

　

第
十
号
様
式
中

　
　
年　
　
月　
　
日
生

（

　
　
歳

）

男
・
女

」
を

「

に
、
「
覚
せ
い
剤
」
を
「
覚
醒
剤
」
に
、

　
　
　
　
　
　
年　
　
月　
　
日
生

（

　
　
歳

）

」

「⑿
そ
の
他

（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）
」
を

「⑿
そ
の
他

（

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

）

　

※寛
解
状
態
で
あ
れ
ば

､
 
そ
の
旨
を

「⑿
そ
の

他

」欄
に
記
載
し
て
く
だ
さ
い

。
」
に
改
め
る
。

　

第
十
一
号
様
式
中
「

を

性　
　
別

生
年
月
日

」

「

に
改
め
る
。

生
年
月
日

」

　

第
十
二
号
様
式
中

「

を

フ
リ
ガ
ナ

性　
別

」

氏
名

男
・
女

「

に
改
め
る
。

フ
リ
ガ
ナ

」

氏
名

　

第
十
五
号
様
式
中
「育

成
医
療
又
は

」
を
「育

成
医
療

､
 

」
に
改
め
る
。

　

第
十
六
号
様
式
中
「又

は
更
生
医
療

」
を
「､

 
更
生
医
療
又
は
精
神
通
院
医
療

」
に
改
め
る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
令
和
二
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

改
正
前
の
障
害
者
の
日
常
生
活
及
び
社
会
生
活
を
総
合
的
に
支
援
す
る
た
め
の
法
律
施
行
細
則
に
定
め

　

る
様
式
に
よ
る
用
紙
は
、
当
分
の
間
、
所
要
の
補
正
を
し
て
使
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



令
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日
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三

（
病
院
局
管
理
規
程
）

○
病
院
局
管
理
規
程

　

大
分
県
病
院
局
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

　
　

令
和
二
年
六
月
三
十
日

大
分
県
病
院
局
長　
　

田　
　
　

代　
　
　

英　
　
　

哉　

大
分
県
病
院
局
管
理
規
程
第
七
号

　
　
　

大
分
県
病
院
局
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
支
給
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

　

大
分
県
病
院
局
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
支
給
規
程
（
平
成
十
八
年
大
分
県
病
院
局
管
理
規
程
第
十
四
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

附
則
を
附
則
第
一
項
と
し
、
同
項
に
見
出
し
と
し
て
「
（
施
行
期
日
）
」
を
付
し
、
附
則
に
次
の
見
出
し

及
び
二
項
を
加
え
る
。

　

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ
り
生
じ
た
事
態
に
対
処
す
る
た
め
の
防
疫
等
作
業
に
従
事
す
る
職

　

員
の
特
殊
勤
務
手
当
の
特
例
）

２　

職
員
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
を
指
定
感
染
症
と
し
て
定

　

め
る
等
の
政
令
（
令
和
二
年
政
令
第
十
一
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
の
患

　

者
又
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
病
原
体
を
保
有
し
て
い
る
者
で
あ
っ
て
そ
の
症
状
を
呈
し
て
い

　

な
い
も
の
（
以
下
「
患
者
等
」
と
い
う
。
）
を
受
け
入
れ
る
病
院
又
は
宿
泊
施
設
そ
の
他
こ
れ
ら
に
準
ず

　

る
場
所
と
し
て
病
院
局
長
が
定
め
る
区
域
に
お
い
て
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
か
ら
県
民
の
生
命

　

及
び
健
康
を
保
護
す
る
た
め
に
緊
急
に
行
わ
れ
た
措
置
に
係
る
作
業
で
あ
っ
て
病
院
局
長
が
定
め
る
も
の

　

に
従
事
し
た
と
き
は
、
第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
第
二
条
の
手
当
を
支
給
す
る
。

３　

前
項
の
手
当
の
額
は
、
作
業
に
従
事
し
た
日
一
日
に
つ
き
、
三
千
円
（
患
者
等
の
身
体
に
接
触
し
て
行

　

う
作
業
そ
の
他
病
院
局
長
が
こ
れ
に
準
ず
る
と
認
め
る
作
業
に
従
事
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
四
千
円
）

　

と
す
る
。

　
　
　

附
　
則

　

（
施
行
期
日
等
）

１　

こ
の
規
程
は
、
公
示
の
日
か
ら
施
行
し
、
改
正
後
の
大
分
県
病
院
局
職
員
の
特
殊
勤
務
手
当
支
給
規
程

　

（
次
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
規
程
」
と
い
う
。
）
は
、
令
和
二
年
一
月
二
十
三
日
か
ら
適
用
す
る
。

　

（
給
与
の
内
払
）

２　

改
正
後
の
規
程
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
前
の
大
分
県
病
院
局
職
員
の
特
殊
勤
務

　

手
当
支
給
規
程
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
特
殊
勤
務
手
当
は
、
改
正
後
の
規
程
の
規
定
に
よ
る
特
殊
勤
務

　

手
当
の
内
払
と
み
な
す
。


